
「市民の声」提案箱制度の運用状況

平成２８年１０月から平成２８年１２月までに「市民の声」提案箱へお寄せいただいたご提案等の状況をお知らせします。

平成２８年１０月～２８年１２月受付分

合計：６件(内訳 提案箱１件、ホームページ等５件)

次ページからは、お寄せいただいたご提案等の概要や一部内容をご紹介いたします。



「市民の声」提案等に係る対応・考え方（Ｈ２８年度１月分）

番
号

受付日 方法 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

1 10/4 Ｅメール

31年度からの幼稚園の一園化にともない、29年度より加

茂幼稚園に入園予定を考えています。

しかし、現在妊娠中、幼児もかかえた上、車もなく登園な

どの送り迎えが厳しい事を教育委員会に伝えました。

すると福祉バスの利用を勧められました。

しかし、福祉バスの一便が9時からとあきらかに登園時間

に間に合いません。

どうやって子供の送迎をしたらよいですか？

臨時バスでも出してくれるのでしょうか？

その場しのぎの返答をされたのでしょうか？

このままでは子供の送迎ができません。

長距離、歩けと言うのですか？

通園バスにつきましては、市立幼稚園が１園となる平成３１

年度からの導入を検討してまいります。

教育総務課

2 10/6 Ｅメール

高石市職員の給料を市のホームページで公表されてい

る表で見ましたが、はっきり言って高すぎます。財政はよく

ないのに他の市の職員の給料より高いじゃないですか！

市民の目線に立って働いているとは思えません。民間では

夜勤で働いていてもあなたたちの７０％程の給料ですよ！

最低２０％以上のカットをお願いします。税金の無駄使い

だと思います。給料が低くなってモチベーションが低くなる

といった職員がいるなら、市民のために働けない！お金目

的ということになるので、即刻退職してください！市の運営

費確保としてまず人件費カットをお願いします！

職員の給与については、国家公務員の給与制度等に基づ

き、適宜見直しを図りながら支給しています。

今後も引き続きこれらの取り組みを進めるとともに、社会経

済状況や市の財政状況等を見極め、他の自治体との均衡も

図りながら給与の適正化に努めてまいります。

人事課

3 10/13 Ｅメール

市民運動会閉会式について

市民運動会は楽しみにしている行事のひとつです。毎年

思うことなんですが、閉会式前の最後のプログラムのリレー

決勝で大変盛り上がり、それに続く閉会式。各団体は片付

けに入り、ほぼ誰も見てない中、リレーで勝ったチームが

グランドに残らされ、長々と閉会式に付き合わされての表

彰式。みな、全力を尽くして走ってますので、相当疲れて

リレーに出場された方に一度退場いただいて、再度閉会式

のためにお集まりいただくお手数を考え、現在の方法をとっ

ております。

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 社会教育課



ます。特に子供には、水も飲みたいでしょう。先に表彰式を

すませるか、一旦解散してテントに返してもらえませんか？

引き続きの閉会式は、どこの団体も迷惑してると思います。

頑張ってくれたリレーの選手たちが、立たされたまま、むり

やり閉会式に参加させられている状況は、盛り上げてくれ

た市民より、市長の挨拶を優先されるのはどうかと思いま

す。

4 10/28 Ｅメール

同性パートナーシップの制定について

同性パートナーシップの制定を求めます。

日本全国の自治体で始まりつつあるこの制度。人口の約

７％がセクシャルマイノリティであるという調査結果も出てい

ます。つまり高石市にも500人近くのセクシャルマイノリティ

が住んでいるという計算です。わたしもその中の１人。婚姻

関係が結べないため、生活していく上での困難は数しれ

ず。高石市が大好きだから、この街にずっと住みたいか

ら、この提案をしました。是非ご検討を。７％、少なくない数

です。本当に誰もが輝ける街を作ってください。期待してい

ます。

50周年の広報拝見しました。セクシャルマイノリティの記

事がありとても驚きました。記事では、紹介程度でしたが、

是非具体的な政策を掲げてください。

本市といたしましては、市民のみなさまにＬＧＢＴなどの性

的少数者の方々に対する理解を深めていただけるよう啓発

活動に努めるとともに、国や他の自治体の動向等、性的マイ

ノリティをとりまく状況を注視しながら、今後どのような対応を

行っていけるのかについて研究してまいります。

人権推進課

5 11/7 提案箱

犬の散歩について

犬の散歩をしているときに、標識などの鉄柱に小便をさ

せています。これでは数年もすれば腐食してしまうので早

めの対策をお願いします。

市では、犬の飼養者に対しリーフレットの配付を行い、ま

た、飼養する上でのマナーについての記事を定期的に広報

紙に掲載するなど、啓発活動を行っているところではあります

が、今後も引き続き、マナー向上に向け啓発活動を推進して

まいりたいと考えています。

生活環境課

6 12/2 Ｅメール

個人情報の利用収集について

高石市給食会が、新一年生のアレルギー調査と称して地

元公立中学の進学の如何に関わらず、6年生の児童氏名・

保護者の署名、捺印を収集しています。

個人情報保護法の15条・16条に違反してると思われま

すが、教育委員会からは適切な回答がございません。「除

去メニューに関わるのでご理解ください」というだけで、収

利用目的について同意いただいた上で提出された個人情

報は、関係書類の保管等、個人情報の保護に十分留意いた

します。

教育総務課



集の範囲を超えていることや関連機関へ情報がどの程度

提供されるか（利用目的）についての明確な説明がござい

ません。

教育委員会に任せず、高石市として、きちんとコンプライ

アンスの対応をしてください。


